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基本方針 

本学は、その理念・目的に基づき、各組織および全教職員の果たすべき役割、担うべき役

割を明確化する。また、本学の設置者たる大東文化学園の中長期計画および各年度の事業計

画に沿い、学生・教職員からの意見聴取に努めつつ、目的達成のための改善・改革を実行し、

速やかで円滑な管理運営を図る。情報公開と財政基盤の確立を促進し、公正な管理運営を行

う。 

また、社会に信頼される高等教育機関としてコンプライアンスと危機管理を徹底させる。 

 

１．大学運営のための組織の整備 

【各組織のガバナンス方針】 

（１）学校法人大東文化学園においては、理事長が理事会、常務審議会等を主宰し、経営の 

基本方針と諸課題を審議し、意思決定を行うとともに経営上の責任を負う。理事会は、 

寄附行為の定めに基づき、法人の最終的な意思決定機関として健全な運営を行うよ 

う努める。また理事会は、ステークホルダーのニーズに柔軟に対応した経営戦略を策 

定し、健全な財務体質の確保に努め、教育環境を整備し、永続する組織としての学園 

を目指す。 

 

（２）教学組織である大学においては、学長が学部長会議、大学評議会、大学院研究科委員 

長会議、大学院評議会等を主宰し、教育研究等に関する基本方針と諸課題を審議し、 

意思決定を行うとともに教学上の責任を負う。大学の諸課題のうち、必要なものにつ 

いては、理事会で審議のうえ最終決定する。学長は、学部教授会および大学院研究科 

委員会の自治を尊重しつつ、教学に関する全学的な課題については学部長会議等を 

通じて合意形成を図り、高等教育機関としての内部質保証を行う。 

（３）学部教授会・大学院研究科委員会の権限と責任、学長・副学長・学部長・研究科委員 

長等の選出方法および権限と責任を明確にし、規程に則った運営を行う。 

（４）学園および大学の管理運営・財務に関する方針は、年度ごとの「大東文化学園 基本 

方針・行動計画」等によって学園・大学の構成員に周知する。 

（５）学園が定める「基本方針・行動計画」に基づき、財務状況等を勘案した予算編成方針 

を策定する。方針に従って積算される予算の執行に際しては、実績を「事業報告」等 

で明らかにし、その効果を検証するとともに、予算の効率的配分や、学園・大学の将 

来的発展、教育の質向上に繋がる戦略的な事業取組に繋げる。 



（６）情報セキュリティの確保については、教職員が遵守すべきルールに則り、一層の徹底 

を図る。 

（７）内部監査については、学園に監査室を設置し、教職員を監査員として「学校法人大東 

文化学園内部監査規程」および「学校法人大東文化学園内部監査実施要項」に基づき、 

学部・大学院研究科・事務部署等の定期的な監査を行い、その結果を「内部監査結果 

報告書」として理事会に報告する。次年度には前年度指摘事項について改善がなされ 

ているかの確認監査を行い、理事会に報告する。 

 

【教職員の資質向上のための指針】 

（１）事務職員の適切な人材の確保および適正な業務評価による昇格を行うために諸規程 

等を整備する。 

（２）「大東文化大学FD・SD基本方針」に基づき、組織的な教職員の能力開発と資質向上 

に取り組む。 

（３）昨今の社会の変化やステークホルダーのニーズに、質を担保しつつ柔軟に対応してい 

くために、専門性を兼ね備えた人材を育成、確保し、調査・企画・立案能力の強化に 

あたる。 

（４）教育研究活動を円滑に行いその支援業務を効率的に進めるために、適正規模の事務組 

織を構築し、事務職員の適正な配置を実現する。 

（５）法人（事務局）、大学（学務局・教育職員）の連携を強化し、教職協働に努め、学園・ 

大学の一体的運営を図る組織体制を構築し積極的に人的交流の推進を図る。 

（６）社会の変化に対応し、社会からの要請に応える教育に資する大学としての使命を果た 

すために、これらの任務の遂行に必要な高度な専門性と、多岐にわたる業務を取り扱 

う多様性を備えた事務組織体制を整備する。 

 

【コンプライアンスと危機管理】 

（１）コンプライアンスに関する諸施策の立案や研修等を進め、教職員のコンプライアンス 

意識を徹底させる。 

（２）懲戒に関する諸規程、公益通報者の保護等に関する規程等に則り、コンプライアンス 

の推進を図る。 

（３）危機管理については、災害発生時の対応の点検および施設の防災・減災化を進める。 

また、関係規程・マニュアルを整備することにより、災害発生時の学生および教職員 

の安全を確保し、迅速な学内秩序の復旧と学生支援を行う。 

（４）自然災害のみならず犯罪行為や感染症、有害物質等の脅威にさらされる可能性を考慮 

し、危機管理に関する包括的規程を作成し、危機情報を迅速かつ正確に把握・共有・ 

公開する体制づくりを進める。 

（５）危機に迅速かつ的確に対処するために、一元的体制による指揮系統の確立を図る。 



２．財務 

（１）大学の理念・目的に基づき、良質な教育研究環境を整え、学生に充実した教育を永続 

的に提供していくため、中長期の財政計画のもとに安定した財政基盤を確立し、これ 

を維持継続させる。学園は、これらの目的を果たし、教育研究活動の遂行と財政確保 

の両立を図るために、単年度ごとの基本方針および予算編成方針を定め、予算会議等 

を通じ、適切な予算管理を行う。 

（２）収入の安定化を図るため、入学者数を確実に確保するとともに、学納金収入への過度 

の依存を避け、外部資金を含む授業料以外の財源の確保を図る。 

（３）外部資金の獲得については、以下の方針を掲げて取り組むものとする。 

①学部入学者数における入学定員充足率の交付基準を守り、経常費補助金の確実な獲得 

に努めるとともに、改革総合支援事業等の補助金獲得に向け教育改革およびガバナン 

ス改革を推進する。 

②科学研究費補助金、受託研究費等の外部の研究資金を受け入れるための組織・支援体制 

を整備し、積極的な獲得を目指す。 

③寄付金の獲得を図るため、卒業生等との関係構築、寄付目的の明確化、寄付候補者を見 

つけるための広報活動など、募金戦略を進める。 

④受取利息配当金収入については、安全性第一の運用方針を原則としつつ、社会の動向お 

よび学園財政の状況等を踏まえ、運用先ポートフォリオおよび運用内容を見直しも含 

めて適宜検討し、受取利息配当金収入の減少抑制に努める。 

（４）教育研究活動のキャッシュフローを十分に確保すると同時に、基本金組入前当年度収 

支差額の収支均衡以上を目標とし、各種財務関係比率の適正化を図る。特に、「事業 

活動収支計算書」における、人件費比率、教育研究経費比率、事業活動収支差額比率、 

教育活動収支差額比率について、各比率の経年変化を注視しつつ数値の適正化を目 

指すものとする。 

（５）社会への説明責任を果たすため、積極的に財務情報を公開する。 

 

３．大学運営・財務の適切性の検証 

大学運営・財務の適切性については、内部監査および学園監事による理事会への報告、

学園評議員会における大学・事務組織の管理運営・財務状況の報告のほか、大学教育の円

滑な推進および質の向上を図る内部質保証推進組織や各種委員会における報告および毎年

度の自己点検・評価において定期的に検証を行う。 


